
資料閲覧コーナーを開設しています！資料閲覧コーナーを開設しています！
宮崎海岸の侵食対策にあたっては、「宮崎海岸市民談義所」や「海岸よろず相談所」などを通じて市民のみ

なさまのご意見を伺いながら進めています。

これまで頂いたみなさまのご意見等を踏まえながら、国土交通省と宮崎県で検討しました「宮崎海岸の侵食
対策」について、市民談義所等に参加できない方々にも知って頂き、多くのご意見を頂くため、資料閲覧コー
ナーを開設しています。ご意見は、資料閲覧コーナーに設置の意見用紙に記入の上、ご意見箱に投函下さい。

なお、委員会や市民談義所等の資料は、宮崎河川国道事務所の海岸情報（宮崎海岸Publication）ホームペー
ジでもご覧頂くことができます。
＜宮崎河川国道事務所海岸情報（宮崎海岸Publication）ホームページ＞
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/html/kasen/sskondan/index.html

資料閲覧コーナー （委員会、市民談義所等資料を閲覧し、意見投稿ができます）

★月曜日～金曜日（祝日を除く） ９：００～１７：００

★閲覧場所：

宮崎河川国道事務所１Ｆロビー（宮崎市大工2-39） 宮崎海岸出張所（宮崎市佐土原町下田島9515-6）

宮崎海岸出張所宮崎海岸出張所

宮崎河川国道事務所宮崎河川国道事務所


